音楽における女性宣言　（2000年9月　ローマ）

1996年、フィウッジで行われた第1回国際シンポジウム「ドンネ・イン・ムジカ：　村での出会い」の最後に、26カ国の女性音楽家たち（作曲家、演奏家、指揮者、音楽学者、オーガナイザー）が、後に「フィウッジ宣言1996」の名で知られる文書に署名した。世界中の女性音楽組織や学界に知れ渡った「宣言」は、女性音楽家が重要な目的と考えるものについて明らかにしている。

1999年、｢宣言｣は改訂され、2000年9月、ローマの同財団国際名誉委員会において満場一致で承認された。以下はその内容である。

各国はそれぞれ自国の女性作曲家に関する記録や情報のために組織の発足を奨励するよう求められている。そうした組織に望まれるのは、音楽における女性について他の組織と情報交換を行い、音楽の創造、促進及び曲目構成に責任ある社会制度や楽界組織について情報を収集することである。具体的には、現代音楽や古い音楽の音楽祭、女性作曲家や女性演奏家のみによる音楽祭、資金上の可能性、奨学資金制度に関する情報収集が挙げられよう。女性音楽家に望まれるのは、オーケストラなどの現行の演奏レパートリーで女性作品の割合が増加するように、曲目構成、音楽の促進、委嘱の働きかけといった諸々の活動において、一層大きな役割を果たすことである。それぞれの国の音楽組織で女性が一層大きな役割を担い、作曲家と演奏家との交流を促進することが求められているのである。こうした組織の繋がりはウエブサイトによって可能となるだろう。

大多数の国の法律は機会平等と女性の権利を規定しており、理論上は、すべての重要な分野への道が女性にも開かれているはずである。しかし、実際には多くの場合そうではない。それゆえに、女性音楽組織は、自分たちの国の社会的現実が現存の法律と合致しているかどうかを見きわめるべきである。多くの国において、女性は体制のレベルでは十分に代表/表象されていない。私たちは、諸々の委員会など女性の才能が生かされるすべての場に女性が存在することをめざして積極的に推進しなければならない。女性の政治家にあっては、法律と実際の差を認識し、資金上の可能性を開くよう、女性音楽家に代わってできる限り主張することが望まれる。

音楽における女性をめぐる情報は、男女にかかわらず広く音楽教師に行きわたっていなければならない。あらゆる文化に女性音楽家は寄与しており、それは学校や大学の音楽カリキュラムにおける不可欠な構成要素なのである。親は娘と息子の両方の文化的遺産と伝統に敬意を払いつつ、その音楽的才能を育む必要がある。

　女性音楽家には「芸術家の権利」および「最終文書」として知られるユネスコ文書を読み、心に留め、活用することを奨める。この文書は1998年ストックホルムで開かれた「開発のための文化政策に関する政府間世界会議」によるものである。

文化と発展における女性の業績が認識されることにより、女性があらゆるレヴェルにおける文化政策の形成と実践に参与し、文化界において重要事項を決定する位置につくということが確実とならなければならない。すべての共同体において女性の芸術家と創造者の芸術上の権利が失われず、促進され、維持され、擁護されることが重要である。このようにして初めて私たちは、文化と遺産に対する時代遅れで単一文化的な男性の観方を克服し、別の観方に換えることができるのである。

有形無形の遺産の伝達における私たちの重要な役割を見落としてはならない。こうした遺産は一つの民族や文化だけではなく、人類全体のものであるから。　（訳　西阪多恵子）

